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土
地
区
画
整
理
問
題
に
関
す
る
質
問
主
意
書

都
市
計
画
に
関
連
す
る
公
共
事
業
に
お
い
て
、
当
該
住
民
に
と
っ
て
大
き
な
テ
ー
マ
と
し
て
土
地
区
画
整
理
事
業
が
あ
る
。

土
地
区
画
整
理
事
業
は
当
該
住
民
の
生
活
権
、
財
産
権
や
環
境
権
な
ど
、
そ
の
対
策
と
解
決
に
深
刻
な
問
題
を
露
呈
し
て
い

る
。当

該
住
民
の
視
点
か
ら
、
以
下
、
昨
今
の
土
地
区
画
整
理
問
題
に
関
す
る
政
府
の
見
解
を
問
う
。

一

現
在
、
全
国
で
自
治
体
が
展
開
し
て
い
る
土
地
区
画
整
理
事
業
は
約
千
四
百
件
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
、
約
九
十
件

に
お
い
て
計
画
取
消
し
訴
訟
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

認
可
権
を
も
つ
都
道
府
県
段
階
に
お
け
る
都
市
計
画
審
議
会
で
は
形
骸
化
し
た
審
議
し
か
お
こ
な
わ
れ
な
い
た
め
、
計
画

決
定
や
事
業
決
定
の
プ
ロ
セ
ス
に
当
該
住
民
が
意
思
表
明
す
る
こ
と
を
疎
外
さ
れ
て
い
る
現
状
が
あ
る
。
住
民
参
加
が
叫
ば

れ
て
久
し
い
が
、
土
地
区
画
整
理
と
い
う
公
共
事
業
に
よ
っ
て
当
該
住
民
の
生
活
権
、
財
産
権
や
環
境
権
が
侵
害
さ
れ
、
ま

た
、
公
権
力
が
当
該
住
民
の
生
活
を
不
如
意
な
事
態
に
貶
め
て
い
る
。

従
来
、
計
画
段
階
の
取
消
し
訴
訟
案
件
は
「
青
写
真
判
決
」
と
し
て
、
裁
判
所
で
門
前
払
い
で
あ
っ
た
が
、
目
下
の
と
こ

ろ
浜
松
市
遠
州
鉄
道
上
島
駅
周
辺
土
地
区
画
整
理
事
案
の
上
告
審
に
当
た
り
、
最
高
裁
の
審
理
が
大
法
廷
に
回
付
と
な
り
新

一



た
な
判
例
解
釈
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

そ
も
そ
も
、
土
地
区
画
整
理
事
業
は
行
政
区
の
中
で
も
、
一
部
地
区
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
る
の
で
全
市
的
な
問
題
と
し
て

ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
な
い
。
し
か
も
、
全
国
で
約
九
十
件
が
分
布
し
て
い
る
の
で
当
該
住
民
は
共
通
の
情
報
交
換
が
不
可

能
な
状
況
に
あ
る
。

こ
の
際
、
行
政
庁
が
惹
起
し
て
い
る
計
画
取
消
し
訴
訟
と
い
う
事
案
全
て
を
公
表
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
如
何

か
。
同
時
に
、
か
か
る
公
共
事
業
の
ト
ラ
ブ
ル
を
惹
起
さ
せ
て
い
る
行
政
府
の
責
任
を
政
府
は
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る

の
か
。
見
解
を
問
う
。
（
注
一
参
照
）

二

国
土
交
通
省
は
外
郭
団
体
を
通
じ
て
毎
年
「
土
地
区
画
整
理
事
業
に
よ
る
経
済
波
及
効
果
」
を
流
布
喧
伝
し
て
い
る
。

各
地
で
展
開
さ
れ
る
土
地
区
画
整
理
事
業
に
投
下
す
る
事
業
資
金
が
乗
数
効
果
に
よ
っ
て
十
倍
の
経
済
還
流
が
発
生
す
る

と
い
う
。
バ
ブ
ル
時
期
に
お
け
る
誇
大
宣
伝
な
ら
い
ざ
知
ら
ず
実
勢
地
価
が
減
衰
し
て
い
る
昨
今
に
あ
っ
て
、
土
地
区
画
整

理
事
業
に
よ
っ
て
地
域
経
済
が
活
性
化
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
国
土
交
通
省
が
毎
年
公
表
す
る
「
土
地
区

画
整
理
事
業
に
よ
る
経
済
波
及
効
果
」
に
つ
い
て
、
国
土
交
通
省
自
身
が
何
ら
検
証
で
き
て
い
な
い
。

ま
た
、
都
市
計
画
に
関
与
す
る
一
部
学
者
が
「
土
地
区
画
整
理
事
業
に
よ
る
経
済
波
及
効
果
」
を
無
批
判
に
受
忍
し
て
い

二



る
こ
と
も
嘆
か
わ
し
い
実
態
で
あ
る
。

（
社
）
街
づ
く
り
区
画
整
理
協
会
が
発
行
す
る
機
関
誌
「
区
画
整
理
」
で
さ
え
、
保
留
地
価
格
と
公
示
地
価
の
乖
離
を
明

示
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
で
あ
る
。

従
っ
て
、
現
在
の
低
迷
経
済
に
即
応
し
た
経
済
効
果
の
検
証
を
速
や
か
に
実
施
す
べ
き
で
あ
り
、
土
地
区
画
整
理
の
事
業

経
営
と
し
て
の
あ
り
方
を
示
す
必
要
が
あ
る
。
政
府
の
見
解
を
問
う
。
（
注
二
参
照
）

三

土
地
区
画
整
理
事
業
の
立
案
段
階
ま
た
は
公
共
事
業
再
評
価
段
階
に
お
い
て
「
費
用
対
効
果
」
と
い
う
指
標
が
あ
る
。

国
土
交
通
省
で
も
、
各
都
道
府
県
で
も
、
各
地
方
自
治
体
で
も
土
地
区
画
整
理
事
業
の
「
費
用
対
効
果
い
わ
ゆ
る
Ｂ
／

Ｃ
」
の
数
値
を
挙
げ
て
土
地
区
画
整
理
事
業
が
効
果
的
だ
と
い
う
一
方
的
な
評
価
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
公
共
事

業
再
評
価
で
も
費
用
対
効
果
の
検
証
を
説
明
し
な
い
し
説
明
で
き
な
い
。
費
用
対
効
果
に
お
け
る
当
該
基
礎
デ
ー
タ
は
当
該

住
民
に
と
っ
て
理
解
で
き
な
い
。

総
務
省
行
政
評
価
局
が
お
こ
な
っ
た
行
政
評
価
で
も
、
国
土
交
通
省
が
お
こ
な
っ
た
「
費
用
対
効
果
」
に
疑
義
を
呈
し
て

い
る
事
案
が
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
だ
け
で
も
公
共
事
業
の
正
当
性
が
疑
わ
れ
る
。

土
地
区
画
整
理
事
業
の
「
費
用
対
効
果
」
に
お
け
る
評
価
の
一
貫
性
と
客
観
的
評
価
基
準
を
公
表
し
、
国
民
に
対
す
る
説

三



明
責
任
を
果
た
す
べ
き
で
あ
る
。
政
府
の
見
解
を
問
う
。
（
注
三
参
照
）

四

国
土
交
通
省
が
土
地
区
画
整
理
事
業
破
綻
の
延
命
策
と
し
て
「
柔
ら
か
い
区
画
整
理
」
な
る
施
策
を
打
ち
出
し
て
い
る

が
、
行
政
責
任
を
認
め
て
抜
本
的
な
打
開
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
。

例
え
ば
、
埼
玉
県
桶
川
市
で
は
組
合
施
行
下
日
出
谷
東
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
の
計
画
変
更
が
（
社
）
街
づ
く
り
区
画

整
理
協
会
の
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
で
す
す
め
ら
れ
た
が
、
元
よ
り
事
業
破
綻
を
延
命
す
べ
く
、
事
業
地
域
を
半
減
し
た
収
拾

策
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
は
本
来
の
土
地
区
画
整
理
に
よ
る
面
整
備
事
業
に
相
当
し
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
土

地
区
画
整
理
事
業
か
ら
除
外
し
た
区
域
を
地
区
計
画
で
拘
束
す
る
施
策
は
当
該
住
民
の
生
活
権
を
侵
害
す
る
以
外
の
何
物
で

も
な
い
。

同
様
に
、
埼
玉
県
飯
能
市
で
は
埼
玉
県
都
市
整
備
部
市
街
地
整
備
課
が
介
在
す
る
形
で
「
飯
能
市
岩
沢
北
部
・
南
部
土
地

区
画
整
理
事
業
の
見
直
し
に
関
す
る
有
識
者
会
議
」
が
進
行
し
、
事
業
破
綻
の
延
命
策
を
模
索
し
て
い
る
。
事
業
主
体
の
行

政
責
任
と
共
に
、
事
業
を
認
可
し
た
上
位
行
政
庁
の
責
任
を
明
確
に
す
べ
き
で
あ
る
。
同
時
に
、
当
該
地
権
者
の
自
主
的
判

断
を
最
優
先
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
際
、
本
来
の
住
民
参
加
に
よ
る
「
ま
ち
づ
く
り
」
を
奨
励
す
べ
き
で
あ
る
。
以
上
の
考
え
に
つ
い
て
、
政
府
の
見
解

四



を
問
う
。
（
注
四
参
照
）

五

埼
玉
県
桶
川
市
で
は
組
合
施
行
下
日
出
谷
東
特
定
土
地
区
画
整
理
の
事
業
見
直
し
に
お
け
る
検
討
委
員
会
に
国
土
交
通
省

都
市
地
域
整
備
局
市
街
地
整
備
課
、
埼
玉
県
都
市
整
備
部
市
街
地
整
備
課
区
画
整
理
担
当
、
（
社
）
全
国
土
地
区
画
整
理
組

合
連
合
会
、
（
財
）
都
市
計
画
協
会
専
務
理
事
な
ど
計
七
機
関
が
関
与
し
て
、
計
四
回
の
検
討
経
過
を
ふ
み
な
が
ら
桶
川
市

は
検
討
委
員
会
会
議
録
を
保
存
し
て
い
な
い
。

旧
建
設
省
が
一
九
九
九
年
（
平
成
十
一
年
）
に
発
行
し
た
公
共
事
業
の
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
で
は
、
事
業
の
透
明
性
を

謳
っ
て
い
る
。
し
か
る
に
、
国
土
交
通
省
が
自
ら
関
与
し
な
が
ら
事
実
経
過
の
公
表
を
遮
る
行
政
運
用
を
し
て
い
る
。
都
市

計
画
法
に
し
て
も
、
土
地
区
画
整
理
法
に
し
て
も
、
行
政
庁
の
隠
蔽
体
質
が
露
呈
し
た
事
例
で
あ
る
。
こ
の
様
な
状
況
に
つ

い
て
の
政
府
の
見
解
を
問
う
。
（
注
四
、
五
参
照
）

六

（
社
）
街
づ
く
り
区
画
整
理
協
会
（
旧
日
本
土
地
区
画
整
理
協
会
）
が
桶
川
市
か
ら
業
務
委
託
を
受
け
て
作
成
し
た
「
下

日
出
谷
東
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
見
直
し
検
討
報
告
書
」
に
記
載
さ
れ
た
事
業
見
直
し
方
策
の
比
較
検
討
に
よ
る
と
、
施

行
前
後
の
宅
地
価
格
を
操
作
す
る
こ
と
に
よ
り
土
地
区
画
整
理
事
業
の
増
進
率
を
担
保
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

国
土
交
通
省
都
市
地
域
整
備
局
市
街
地
整
備
課
、
埼
玉
県
都
市
整
備
部
市
街
地
整
備
課
区
画
整
理
担
当
、
（
社
）
全
国
土

五



地
区
画
整
理
組
合
連
合
会
、
（
財
）
都
市
計
画
協
会
専
務
理
事
な
ど
計
七
機
関
が
関
与
し
て
い
な
が
ら
、
こ
う
し
た
欺
瞞
行

為
を
平
然
と
お
こ
な
っ
て
い
る
「
柔
ら
か
い
区
画
整
理
」
を
放
任
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
政
府
の
見
解
を
問
う
。
（
注

四
、
六
参
照
）

七

土
地
区
画
整
理
法
は
第
八
十
七
条
で
「
換
地
計
画
」
を
規
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
第
九
十
八
条
で
「
仮
換
地
指
定
」
を
規

定
し
て
い
る
。
本
来
、
土
地
区
画
整
理
法
の
趣
旨
か
ら
す
る
と
、
「
換
地
計
画
」
を
当
該
地
権
者
に
周
知
し
た
後
、
個
別
に

「
仮
換
地
指
定
」
を
お
こ
な
う
こ
と
が
法
律
と
し
て
の
建
前
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
現
実
に
施
行
さ
れ
る
の
は
「
仮
換
地
指
定
」
が
先
行
し
、
「
換
地
計
画
」
が
公
知
さ
れ
る
時
期
は
事
業
終
結

直
前
と
な
る
事
例
が
全
て
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
何
を
意
味
す
る
か
と
い
う
と
、
「
仮
換
地
指
定
」
状
況
を
地
権
者
相
互

に
知
ら
せ
な
い
こ
と
に
よ
り
仮
換
地
を
強
要
す
る
こ
と
、
即
ち
、
施
行
者
に
よ
る
地
権
者
個
別
撃
破
で
あ
り
、
「
横
の
照
応

原
則
」
違
反
で
あ
る
。
「
換
地
計
画
」
が
周
知
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
事
業
の
全
体
像
を
当
該
地
権
者
に
理
解
さ
せ
な

い
と
い
う
専
制
的
事
業
手
法
で
あ
る
。
事
業
に
対
す
る
住
民
同
意
を
疎
外
し
た
法
律
運
用
は
、
最
後
ま
で
地
権
者
が
抵
抗
す

る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
最
大
の
欠
陥
で
あ
る
。
「
仮
換
地
指
定
」
以
前
に
「
換
地
計
画
」
に
よ
っ
て
「
縦
の
照
応
」

「
横
の
照
応
」
を
当
該
地
権
者
に
周
知
徹
底
す
べ
き
で
あ
る
。

六



ま
た
、
第
九
十
八
条
第
二
項
で
「
仮
換
地
指
定
」
を
先
行
す
る
と
い
う
条
文
解
釈
に
お
い
て
も
、
実
際
の
事
業
進
捗
に
当

た
っ
て
、
仮
換
地
指
定
を
お
こ
な
う
法
的
裏
付
け
は
何
も
実
施
し
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
施
行
者
は
事
業
遂
行
に
当
た
っ
て

無
原
則
的
に
「
換
地
計
画
」
に
先
行
し
て
「
仮
換
地
指
定
」
を
お
こ
な
っ
て
い
る
の
が
実
態
で
あ
る
。
こ
う
し
た
拡
大
解
釈

す
る
事
業
運
用
を
放
任
し
て
い
る
現
況
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
か
。
政
府
の
見
解
を
問
う
。
（
注
七
参
照
）

八

土
地
区
画
整
理
事
業
の
本
質
は
「
換
地
処
分
」
で
あ
り
、
こ
の
処
分
を
お
こ
な
う
た
め
に
施
行
地
区
全
体
の
「
換
地
計

画
」
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
換
地
を
定
め
る
場
合
に
は
、
換
地
先
お
よ
び
従
前
の
土
地
の
「
位
置
、
地
積
、
土
質
、

水
利
、
利
用
状
況
、
環
境
」
等
が
照
応
す
る
よ
う
定
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
各
地
権
者
相
互
間
で
換
地
が
お
お

む
ね
公
平
に
定
め
ら
れ
て
い
る
か
否
か
、
地
権
者
が
確
認
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
施
行
者
は
事
業
の
計
画
段

階
か
ら
「
換
地
」
を
個
人
情
報
と
す
る
の
で
な
く
、
公
益
の
た
め
に
利
害
関
係
人
へ
の
資
料
提
供
を
積
極
的
に
お
こ
な
う
べ

き
で
あ
る
。

土
地
区
画
整
理
事
業
は
「
換
地
」
な
ら
び
に
「
家
屋
の
移
転
補
償
」
等
「
個
人
情
報
」
ば
か
り
か
も
し
れ
な
い
が
、
国
や

地
方
自
治
体
の
公
的
補
助
を
受
け
た
事
業
が
、
秘
密
に
す
べ
き
「
個
人
情
報
」
の
対
象
で
あ
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
し
か
も
、

施
行
者
は
「
個
人
情
報
」
を
理
由
と
し
て
、
土
地
区
画
整
理
審
議
委
員
に
「
守
秘
義
務
」
や
「
刑
事
罰
」
を
科
そ
う
と
し
て

七



い
る
。

土
地
区
画
整
理
事
業
に
お
け
る
個
人
情
報
保
護
の
「
過
剰
反
応
」
と
い
う
べ
き
違
法
・
不
当
な
実
態
が
あ
る
。
政
府
の
見

解
を
問
う
。
（
注
八
参
照
）

九

土
地
区
画
整
理
法
の
仮
換
地
指
定
に
つ
い
て
、
最
高
裁
判
決
は
「
換
地
計
画
な
し
で
仮
換
地
が
で
き
る
」
と
し
て
い
る
。

旧
建
設
省
都
市
局
区
画
整
理
課
は
「
換
地
計
画
に
基
づ
か
な
い
仮
換
地
指
定
に
つ
い
て
、
土
地
区
画
整
理
法
に
規
定
さ
れ
て

い
な
い
が
、
供
覧
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
」
と
し
て
い
る
。
「
供
覧
」
は
、
「
土
地
区
画
整
理
用
語
集
」
に
よ
る
と
「
土
地

区
画
整
理
法
第
八
十
八
条
に
準
じ
て
お
こ
な
う
」
と
解
釈
さ
れ
、
当
該
施
行
者
に
お
い
て
は
事
実
上
、
土
地
区
画
整
理
法
第

八
十
八
条
第
二
項
の
換
地
計
画
の
縦
覧
に
相
当
す
る
。

土
地
区
画
整
理
法
第
八
十
七
条
第
一
項
と
同
条
第
二
項
と
の
違
い
は
、
前
項
に
お
い
て
定
め
る
べ
き
事
項
と
し
て
、
�
換

地
設
計
、
�
各
筆
換
地
明
細
、
�
各
筆
各
権
利
別
清
算
金
明
細
、
�
保
留
地
そ
の
他
の
特
別
の
定
め
を
す
る
土
地
の
明
細
、

�
そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
後
項
に
お
い
て
は
、
�
各
筆
各
権
利
別
清
算
金
明
細
が

除
外
さ
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。

一
九
九
九
年
（
平
成
十
一
年
）
改
正
で
、
土
地
区
画
整
理
法
第
八
十
七
条
第
二
項
が
追
加
さ
れ
た
。
そ
れ
ま
で
法
定
外
と

八



さ
れ
て
き
た
「
供
覧
」
に
実
定
法
上
の
根
拠
を
あ
た
え
る
も
の
と
し
て
追
加
さ
れ
た
と
解
さ
れ
る
が
、
政
府
の
見
解
を
問

う
。
（
注
九
参
照
）

十

土
地
区
画
整
理
事
業
に
必
然
的
に
伴
う
減
歩
、
清
算
金
、
換
地
の
位
置
・
地
積
等
、
更
に
は
、
移
転
補
償
や
営
業
補
償
ま

で
も
公
開
し
て
、
開
か
れ
た
事
業
に
す
べ
き
で
あ
る
。

事
業
要
素
で
あ
る
減
歩
、
清
算
金
、
換
地
は
地
権
者
同
士
の
相
互
関
係
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
。
こ
れ
ら
の
事
業
要
素
の
公

開
は
土
地
区
画
整
理
事
業
の
工
事
概
成
時
（
事
業
最
終
段
階
）
で
し
か
お
こ
な
わ
れ
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

し
か
る
に
、
地
方
自
治
体
が
規
定
す
る
個
人
情
報
保
護
条
例
が
更
に
こ
れ
ら
の
事
業
要
素
の
公
開
を
否
定
し
て
い
る
。
上

位
法
で
あ
る
土
地
区
画
整
理
法
に
規
定
し
て
で
も
、
こ
れ
ら
の
事
業
要
素
の
公
開
を
義
務
付
け
る
べ
き
で
あ
る
。
更
に
、
移

転
補
償
や
営
業
補
償
ま
で
も
公
開
で
き
る
よ
う
に
し
て
、
土
地
区
画
整
理
事
業
と
は
、
事
業
に
よ
っ
て
お
こ
り
う
る
要
素

（
事
柄
の
基
本
事
項
）
は
事
業
計
画
段
階
か
ら
当
該
地
権
者
に
対
し
て
公
開
す
る
こ
と
を
必
然
と
す
る
と
い
う
認
識
を
一
般

化
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

従
っ
て
、
当
該
土
地
区
画
整
理
審
議
会
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
事
業
要
素
の
公
開
が
履
行
さ
れ
る
こ
と
は
必
然
で
あ
る

と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。
（
注
十
参
照
）

九



十
一

土
地
区
画
整
理
計
画
の
取
消
を
求
め
た
「
青
写
真
判
決
」
は
「
一
般
的
・
抽
象
的
な
単
な
る
計
画
に
す
ぎ
な
い
」
と
し

た
。
ま
た
、
長
期
に
わ
た
る
都
市
計
画
制
限
の
補
償
を
求
め
た
「
損
失
補
償
判
決
」
は
「
一
般
的
な
受
忍
す
べ
き
制
限
で
、

憲
法
第
二
十
九
条
の
補
償
を
必
要
と
し
な
い
」
と
し
た
。
そ
の
他
都
市
計
画
の
訴
訟
に
お
い
て
は
、
原
告
適
格
、
行
政
裁

量
、
訴
え
の
利
益
な
ど
を
訴
訟
要
件
と
し
て
結
論
に
及
ん
で
い
る
。

都
市
計
画
法
や
建
築
基
準
法
に
解
釈
の
齟
齬
を
生
じ
て
い
な
が
ら
そ
の
是
正
も
さ
れ
ず
、
計
画
的
に
行
政
過
程
で
異
議
申

立
て
や
審
査
請
求
に
よ
っ
て
救
済
を
求
め
て
も
、
裁
判
所
の
判
断
を
引
用
し
て
「
訴
え
の
利
益
な
し
」
「
法
律
上
保
護
さ
れ

る
べ
き
利
益
を
有
し
な
い
」
な
ど
の
決
定
や
裁
決
を
し
て
、
当
該
行
政
は
住
民
や
地
権
者
と
向
き
合
っ
て
話
し
合
う
姿
勢
を

全
く
見
せ
て
い
な
い
。

例
え
ば
、
埼
玉
県
川
越
市
高
階
（
た
か
し
な
）
土
地
区
画
整
理
事
業
に
お
い
て
、
都
市
計
画
決
定
で
事
業
区
域
を
指
定

し
、
そ
の
先
の
事
業
計
画
へ
の
進
展
も
な
い
ま
ま
四
十
年
も
放
置
さ
れ
た
都
市
計
画
法
第
五
十
三
条
区
域
で
は
、
同
第
五
十

四
条
の
建
築
許
可
基
準
を
大
幅
に
超
え
た
「
違
法
な
建
築
許
可
」
が
横
行
し
、
将
来
の
土
地
区
画
整
理
事
業
実
施
に
際
す
る

営
業
補
償
や
減
歩
率
等
に
支
障
を
き
た
す
建
築
の
無
法
地
帯
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
例
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る

か
。
政
府
の
見
解
を
問
う
。
（
注
十
一
参
照
）

一
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（
注
一
）

土
地
区
画
整
理
事
業
の
計
画
取
消
し
訴
訟
約
九
十
件
は
二
〇
〇
七
・
一
二
・
五
読
売
新
聞
夕
刊
報
道
に
よ
る

（
国
土
交
通
省
都
市
地
域
整
備
局
市
街
地
整
備
課
は
こ
の
報
道
が
事
実
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
）
。

浜
松
市
遠
州
鉄
道
上
島
駅
周
辺
土
地
区
画
整
理
事
業
は
二
〇
〇
七
・
一
二
・
六
朝
日
新
聞
掲
載

（
注
二
）

二
〇
〇
五
年
（
平
成
十
七
年
）
度
版
「
土
地
区
画
整
理
必
携
」
七
頁
参
照

国
土
交
通
省
都
市
・
地
域
整
備
局
市
街
地
整
備
課
監
修
、
（
社
）
街
づ
く
り
区
画
整
理
協
会
発
行

「
実
務
者
の
た
め
の
新
・
都
市
計
画
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
第
九
巻
、
土
地
区
画
整
理

八
頁
参
照

（
社
）
日
本
都
市
計
画
学
会
編
、
丸
善
㈱
出
版
事
業
部
発
行

機
関
誌
「
区
画
整
理
」
二
〇
〇
七
年
十
一
月
号
、
四
十
頁

特
集
二

組
合
区
画
整
理
の
経
営
健
全
化
に
つ
い
て
図
表
「
保
留
地
単
価
と
公
示
地
価
」

（
注
三
）

旧
建
設
省
一
九
九
八
年
（
平
成
十
年
）
三
月
発
行
「
建
設
省
所
管
公
共
事
業
の
再
評
価
実
施
要
領
及
び
新
規
事

業
採
択
時
評
価
実
施
要
領
に
つ
い
て
」
に
基
づ
き
、
埼
玉
県
公
共
事
業
評
価
監
視
委
員
会
は
埼
玉
県
飯
能
市
笠
縫

土
地
区
画
整
理
案
件
を
審
議
リ
ス
ト
に
載
せ
た
も
の
の
、
何
ら
審
議
せ
ず
事
業
継
続
を
決
定
し
た
。

ま
た
、
埼
玉
県
公
共
事
業
評
価
監
視
委
員
会
は
、
例
え
ば
、
二
〇
〇
三
年
（
平
成
十
五
年
）
度
再
評
価
対
象
事

一
一



業
で
埼
玉
県
入
間
市
扇
台
土
地
区
画
整
理
事
業
に
関
す
る
「
費
用
対
効
果
」
の
個
別
審
議
を
お
こ
な
わ
な
い
し
、

当
該
委
員
会
を
主
催
す
る
県
土
整
備
部
技
術
管
理
課
は
「
費
用
対
効
果
」
の
説
明
責
任
を
果
た
さ
な
い
。

同
様
に
、
埼
玉
県
飯
能
市
で
は
当
該
都
市
計
画
課
が
都
市
計
画
案
件
を
立
案
し
、
当
該
都
市
計
画
課
が
公
共
事

業
再
評
価
を
お
こ
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
で
は
マ
ッ
チ
ポ
ン
プ
で
あ
る
。
例
え
ば
、
二
〇
〇
四
年
（
平
成
十
六

年
）
度
作
成
の
埼
玉
県
飯
能
市
岩
沢
北
部
土
地
区
画
整
理
事
業
に
関
す
る
「
費
用
対
効
果
」
に
つ
い
て
当
該
建
設

部
土
地
区
画
整
理
事
務
所
は
説
明
責
任
を
果
た
さ
な
い
。

総
務
省
行
政
評
価
局
が
二
〇
〇
八
年
（
平
成
二
十
年
）
三
月
に
お
こ
な
っ
た
行
政
評
価
の
う
ち
、
国
土
交
通
省

が
管
掌
す
る
土
地
区
画
整
理
事
業
の
「
費
用
対
効
果
」
で
も
、
茨
城
県
ひ
た
ち
な
か
市
船
窪
土
地
区
画
整
理
事
業

や
静
岡
県
浜
松
市
高
竜
土
地
区
画
整
理
事
業
で
の
不
合
理
を
指
摘
し
て
い
る
。

別
の
視
点
で
、
「
市
民
に
よ
る
諫
早
干
拓
『
時
の
ア
セ
ス
』
二
〇
〇
六
」
第
七
章
、
諫
早
湾
干
拓
事
業
に
お
け

る
費
用
対
効
果
分
析
の
基
本
的
問
題
点

愛
知
大
学
経
済
学
部
・
宮
入
興
一
教
授
は
農
林
水
産
省
方
式
の
費
用
対

効
果
分
析
の
欺
瞞
を
指
摘
し
て
い
る
（
出
典
は
、
二
〇
〇
六
年
六
月
、
有
明
海
漁
民
・
市
民
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
発

行
）
。

一
二



（
注
四
）

「
柔
ら
か
い
区
画
整
理
」
の
出
典
は
、
国
土
交
通
省
都
市
・
地
域
整
備
局
市
街
地
整
備
課
発
行
「
多
様
で
柔
軟

な
市
街
地
整
備
手
法
に
つ
い
て
」
よ
り
事
例
�
長
期
未
着
手
地
区
等
の
見
直
し
に
お
け
る
「
柔
ら
か
い
区
画
整

理
」
の
活
用
と
し
て
、
埼
玉
県
桶
川
市
下
日
出
谷
東
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
を
紹
介
し
て
い
る
。

（
社
）
街
づ
く
り
区
画
整
理
協
会
（
旧
日
本
土
地
区
画
整
理
協
会
）
が
桶
川
市
か
ら
業
務
委
託
を
受
け
て
作
成

し
た
「
下
日
出
谷
東
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
見
直
し
検
討
報
告
書
」
に
よ
る
と
、
�
効
果
と
し
て
事
業
の
増
進

率
を
維
持
す
る
た
め
に
、
従
前
の
宅
地
価
格
を
操
作
す
る
こ
と
に
よ
り
事
業
継
続
作
為
を
図
っ
て
い
る
、
�
検
討

委
員
会
に
国
土
交
通
省
都
市
地
域
整
備
局
市
街
地
整
備
課
企
画
係
長
、
埼
玉
県
都
市
整
備
部
市
街
地
整
備
課
区
画

整
理
担
当
主
幹
、
（
社
）
全
国
土
地
区
画
整
理
組
合
連
合
会
専
務
理
事
、
（
財
）
都
市
計
画
協
会
専
務
理
事
な
ど

計
七
機
関
が
関
与
し
て
、
計
四
回
の
検
討
経
過
を
ふ
み
な
が
ら
、
桶
川
市
は
検
討
委
員
会
会
議
録
を
保
存
し
て
い

な
い
、
�
事
業
見
直
し
に
伴
う
法
制
度
へ
の
対
応
方
針
に
ま
で
言
及
し
て
い
る
。

埼
玉
県
都
市
整
備
部
市
街
地
整
備
課
は
二
〇
〇
四
年
（
平
成
十
六
年
）
五
月
に
「
土
地
区
画
整
理
事
業
を
施
行

す
べ
き
区
域
の
市
街
地
整
備
の
た
め
の
指
針
」
を
つ
く
り
、
事
業
に
着
手
で
き
な
い
地
区
を
支
援
し
た
。

ま
た
、
埼
玉
県
土
地
区
画
整
理
事
業
推
進
協
議
会
は
二
〇
〇
七
年
（
平
成
十
九
年
）
三
月
に
「
現
状
を
重
視
し

一
三



た
事
業
計
画
策
定
の
指
針
」
を
つ
く
り
、
事
業
が
遅
延
し
て
い
る
地
区
を
支
援
し
た
。
ち
な
み
に
、
当
協
議
会
事

務
局
の
長
は
整
備
課
長
が
務
め
て
い
る
。

（
注
五
）

旧
建
設
省
一
九
九
九
年
（
平
成
十
一
年
）
二
月
発
行
「
公
共
事
業
の
説
明
責
任
（
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
）
向

上
行
動
指
針
」
で
は
第
二
章
第
二
節
国
民
か
ら
見
た
公
共
事
業
に
て
、
公
共
事
業
全
般
の
取
組
み
姿
勢
に
関
し

て
、
主
に
次
の
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

�
公
共
事
業
実
施
者
の
責
務
と
し
て
、
公
共
事
業
に
関
す
る
説
明
責
任
（
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
）
向
上
に
更

に
取
り
組
む
と
共
に
、
国
民
と
の
コ
ミ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
推
進
す
べ
き
、
�
建
設
省
か
ら
国
民
へ
の
情
報
が
十
分

で
な
く
、
情
報
提
供
の
改
善
、
情
報
公
開
の
推
進
、
マ
ス
コ
ミ
対
応
の
改
善
に
取
り
組
む
べ
き
で
あ
る
。

（
注
六
）

施
行
前
後
の
宅
地
価
格
操
作
は
左
記
の
と
お
り
。

現
事
業
計
画

現
計
画
補
正
案

施
行
前
宅
地
価

一
五
九
、〇
〇
〇

八
七
、〇
〇
〇

八
三
、〇
〇
〇

八
〇
、〇
〇
〇

七
五
、〇
〇
〇

七
〇
、五
〇
〇

施
行
後
宅
地
価

二
一
九
、〇
〇
〇
一
二
〇
、〇
〇
〇
一
二
〇
、〇
〇
〇
一
二
〇
、〇
〇
〇
一
二
〇
、〇
〇
〇
一
二
〇
、〇
〇
〇

増

進

率

一
・
三
八

一
・
三
八

一
・
四
五

一
・
五

一
・
六

一
・
七

一
四



施
行
前
宅
地
価
格
、
施
行
後
宅
地
価
格
の
単
位
は
円
／
㎡

（
注
七
）

土
地
区
画
整
理
法
は
第
三
章
第
二
節
第
八
十
七
条
で
「
換
地
計
画
」
を
規
定
し
て
い
る
。

同
じ
く
、
土
地
区
画
整
理
法
は
第
三
章
第
三
節
第
九
十
八
条
で
「
仮
換
地
指
定
」
を
規
定
し
て
い
る
。
法
体
系

の
順
序
性
を
守
る
べ
き
だ
。

（
注
八
）

東
京
都
日
野
市
豊
田
南
土
地
区
画
整
理
事
業
に
お
け
る
区
画
整
理
審
議
会
は
、
換
地
が
公
平
か
否
か
を
審
議
せ

ず
偽
装
し
た
嫌
疑
が
あ
る
。
例
え
ば
、
元
農
業
委
員
で
あ
っ
た
審
議
委
員
が
所
有
す
る
賃
貸
マ
ン
シ
ョ
ン
は
、
豊

田
駅
か
ら
徒
歩
約
十
五
分
の
従
前
地
か
ら
、
約
三
分
の
換
地
先
へ
仮
換
地
指
定
さ
れ
た
。
こ
の
仮
換
地
指
定
は
、

土
地
区
画
整
理
法
第
八
十
九
条
第
一
項
の
「
利
用
状
況
」
に
照
ら
し
違
法
性
が
高
い
。

東
京
都
個
人
情
報
保
護
条
例
「
解
釈
運
用
の
て
び
き
」
に
よ
る
と
、
土
地
区
画
整
理
事
業
の
審
議
委
員
は
「
知

事
部
局
」
に
属
す
る
と
し
て
、
「
刑
事
罰
」
条
項
「
二
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
」
が
科
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
同
様
に
、
東
京
都
日
野
市
で
も
土
地
区
画
整
理
事
業
の
審
議
委
員
は
「
市
長
部
局
」
に
属
す
る

と
し
て
、
「
刑
事
罰
」
条
項
「
二
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
」
が
科
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
注
九
）

最
高
裁
判
決
の
出
典

昭
和
五
七
年
（
行
ツ
）
第
百
二
十
八
号
一
九
八
五
年
（
昭
和
六
十
年
）
十
二
月
十
七
日

一
五



旧
建
設
省
都
市
局
区
画
整
理
課
見
解
の
出
典

旧
（
社
）
土
地
区
画
整
理
協
会
発
行
機
関
誌
「
区
画
整
理
」
一

九
八
六
年
（
昭
和
六
十
一
年
）
六
月
号

「
供
覧
」
の
解
説

「
土
地
区
画
整
理
用
語
集
」

土
地
区
画
整
理
法
改
正
は
一
九
九
九
年
（
平
成
十
一
年
）
三
月
三
十
一
日
に
よ
る
。

（
注
十
）

北
海
道
小
樽
築
港
駅
周
辺
地
区
土
地
区
画
整
理
事
業
に
お
け
る
換
地
計
画
に
関
わ
る
情
報
公
開
請
求
で
は
左
記

の
と
お
り
、
か
な
り
の
公
文
書
を
公
開
し
て
い
る
。
即
ち
、

�
換
地
計
画
（
土
地
区
画
整
理
法
第
八
十
七
条
関
係
）

換
地
設
計
の
換
地
図
（
従
前
の
土
地
図
）
、
換
地
設
計
の
換
地
図
（
換
地
処
分
後
の
土
地
図
）
、
各
筆
各
換
地

明
細
、
各
筆
各
権
利
別
清
算
金
明
細
、
特
別
の
定
め
を
す
る
土
地
の
明
細
、
保
留
地
明
細
は
全
て
一
部
公
開
可
。

�
換
地
計
画
（
北
海
道
発
行
「
土
地
区
画
整
理
の
手
引
き
」
換
地
計
画
作
成
要
領
）

換
地
計
画
総
括
表
、
重
ね
図
、
公
共
用
地
所
有
区
分
図
は
全
て
一
部
公
開
可
。

�
換
地
計
画
参
考
資
料
「
評
価
計
算
図
書
」

整
理
前
・
後
の
路
線
価
指
数
、
線
価
図
、
街
路
係
数
、
街
路
係
数
図
、
街
路
係
数
図
ｔ
値
図
、
街
路
係
数
図
ｘ

一
六



値
図
、
接
近
係
数
、
接
近
係
数
図
、
宅
地
係
数
、
宅
地
係
数
図
ｕ
値
図
、
宅
地
係
数
Ｆ
（
Ｐ
、
Ｑ
）
図
、
宅
地
係

数
図
Ｙ
値
図
、
比
例
計
算
書
、
換
地
計
画
比
例
率
の
算
出
、
施
行
前
地
片
区
分
図
は
全
て
一
部
公
開
可
。

名
寄
せ
簿
調
書
集
計
表
、
整
理
前
各
筆
評
価
指
数
計
算
書
、
整
理
後
各
筆
評
価
指
数
計
算
書
、
地
番
順
調
書
、

整
理
後
土
地
台
帳
、
前
後
単
価
の
算
出
、
整
理
前
単
価
図
、
該
当
部
分
が
整
理
後
単
価
図
、
整
理
前
評
価
図
、
整

理
後
評
価
図
は
全
て
公
開
不
可
。

但
し
、
前
記
公
文
書
の
一
部
を
公
開
し
な
い
理
由
は
、
該
当
部
分
が
小
樽
市
情
報
公
開
条
例
第
九
条
第
二
、
三

項
に
お
け
る
個
人
財
産
ま
た
は
、
法
人
の
財
産
の
状
況
が
知
り
う
る
情
報
で
あ
る
た
め
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
埼
玉
県
飯
能
市
前
ケ
貫
・
矢
颪
土
地
区
画
整
理
事
業
で
は
、
工
事
概
成
時
（
清
算
金
確
定
段
階
）
に
お

い
て
、
全
地
権
者
の
「
仮
換
地
・
所
有
者
別
総
括
表
」
を
情
報
公
開
し
た
。

即
ち
、
整
理
前
の
筆
数
、
台
帳
地
積
、
基
準
地
積
、
筆
評
価
指
数
、
地
権
者
評
価
指
数
、
お
よ
び
仮
換
地
の
仮

換
地
地
積
、
仮
換
地
評
価
指
数
、
減
歩
率
、
お
よ
び
清
算
の
徴
収
（
指
数
）
、
交
付
（
指
数
）
。
但
し
、
地
権
者

氏
名
は
黒
塗
り
で
抹
消
さ
れ
た
（
理
由
は
、
飯
能
市
情
報
公
開
条
例
第
五
条
一
号
個
人
に
関
す
る
情
報
に
あ
た
る

た
め
）
。

一
七



し
か
し
な
が
ら
、
換
地
計
画
業
務
委
託
完
了
報
告
書
に
て
、
「
（
清
算
）
指
数
一
個
当
た
り
の
単
価
算
定
調
書

が
『
換
地
計
画
総
括
表
』
と
共
に
情
報
公
開
さ
れ
て
、
換
地
設
計
に
用
い
た
地
区
内
平
均
㎡
当
た
り
指
数
を
整
理

後
一
〇
六
八
個
／
㎡
と
し
た
た
め
、
（
清
算
）
指
数
一
個
当
た
り
の
価
格
は
四
十
八
円
と
決
定
し
た
。

（
注
十
一
）
「
青
写
真
判
決
」
は
最
高
裁
判
決
一
九
六
六
年
（
昭
和
四
十
一
年
）
二
月
二
十
三
日
に
よ
る
。

「
損
失
補
償
判
決
」
は
最
高
裁
判
決
二
〇
〇
五
年
（
平
成
十
七
年
）
十
一
月
一
日
に
よ
る
。

埼
玉
県
川
越
市
高
階
（
た
か
し
な
）
土
地
区
画
整
理
事
業
は
都
市
計
画
決
定
一
九
六
七
年
（
昭
和
四
十
二
年
）

三
月
八
日
（
以
降
、
四
十
一
年
経
過
）
地
権
者
数
・
約
二
〇
〇
〇
名
超
（
川
越
市
回
答
は
未
調
査
の
た
め
把
握
せ

ず
）

右
質
問
す
る
。

一
八


